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緊急事態下の国会議員任期延長に関する衆議院憲法審査会の運営及び議論

の在り方に抗議する法律家団体の緊急声明 

２０２２年１２月９日 

改憲問題対策法律家６団体連絡会             

社会文化法律センター   共同代表理事 海渡 雄一 

            自由法曹団            団長 岩田研二郎 

            青年法律家協会弁護士学者合同部会 議長 笹山 尚人 

            日本国際法律家協会        会長 大熊 政一 

            日本反核法律家協会        会長 大久保賢一 

            日本民主法律家協会       理事長 新倉  修 

 

１ 誤解を生じさせかねない姑息なやり方に抗議する 

本年 12月 1日の衆議院憲法審査会において、衆議院法制局が、緊急事態における国会

議員任期延長に関する各党会派の発言を論点ごとに整理した資料を提出し、橘幸信法制

局長が 20分にわたり説明を行った。 

これは、自民党の新藤義孝委員（与党筆頭幹事）が、個人的な議論のとりまとめを行

うために、衆議院法制局にその資料作成を依頼したものであり、予めの幹事会では、法

制局長が資料説明をすることについては合意がなく、いわば不意打ち的に強行したもの

である。 

衆議院法制局に説明させることで、審査会において議論が進展しているかのように見

せかけて改憲をすすめようとする姑息なやり方である。事実、一部のマスコミ（NHK）は、

1日衆議院法制局が主張を整理した資料を説明したことを伝えて、「衆議院の憲法審査会

で論点整理まできた。」「そろそろ仕上げの仕事に入っていかなければならない。」とする

自民党茂木敏充幹事長の発言を報道している。 

  このような姑息なやり方は、与野党の合意に基づき審査会を運営するとした慣例に反

し、国民世論を誤って誘導しかねない危険なものであり、自民党には猛省を求める。 

 

２ 議員任期延長改憲のみを議論することは根本的に誤りであること 

  衆議院法制局資料からも明らかなように、緊急事態の国会議員任期延長改憲の議論は、

その前提に問題があり、重要な問題についての議論が抜け落ちている。 

  改憲推進派は、国会機能（国会の立法機能・行政監視機能）の維持のために、議員任

期延長の改憲が必要であると口をそろえている。しかし、国会機能の維持が必要である

ことは、改憲派の問題とする任期切れ直前に大規模災害等が発生した場合だけではなく、

議員任期が十分に残っている場合も、国会の閉会中または開会中に、大規模災害等の緊

急事態が発生すれば同様に問題となる。国会の機能維持というのであれば、現に開会中

の国会で委員会を招集し、閉会中であれば内閣が適切に臨時会の召集を求め（憲法 53

条前段）、あるいは、野党議員の求めに応じて内閣が国会を速やかに召集し（憲法 53条

後段）、政府が国会議員の質問に十分に答えて議論を尽くすことが必要である。これはい
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わゆる平時であっても全く同様である。 

問題は、内閣が自分に都合が悪いときは国会を開かない、与党多数派が短時間で委員

会審議を打ち切り、野党の質問に政府側が真摯に答えようとしない現状である。国会の

開会が内閣の専断となっていて、国会（国会議員）が統制できていないこと、与党多数

派が十分な国会審議に応じようとしない現状こそが問題の核心である。 

この現状に鑑み、憲法に照らして国会機能を全うするためには、たとえば憲法 53条後

段に基づき臨時会を召集させることを強制する仕組みなど内閣に憲法を守らせる方途や、

国会議員が国会の開会について一定の権限を持つような改革案を憲法審査会で議論する

ことこそが求められている。 

改憲推進派は、この本質的な議論に応じようとしていない。国会議員の任期切れが迫

りしかも、その時に大規模地震などの緊急事態が発生し、その上、日本全土にわたり広

範にかつ長期間、選挙が実施できない場合といった（確率的には極めて低く想定し難い）

事態に限って、国会機能の維持のために議員任期延長の改憲が必要だと主張している。

改憲をするためだけの議論であり、国会機能の維持など本心では念頭にないことが明ら

かである。 

仮に国会議員の任期延長について改憲を行ったとしても、国会が開かれるとは限らな

い。参議院の緊急集会も、憲法上は「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の

緊急集会を求めることができる」（憲法 54 条 2項）とされているため、現状では、内閣

が緊急集会を確実に召集する保証はない。むしろ自民党などの改憲派は、緊急事態を口

実に選挙を避けて権力を温存したうえで、国会を開かず、緊急政令等の内閣や首相の権

限により都合よく政治を執り行うことを緊急事態条項を創設する改憲により目指してい

るとみるほうが正確である。 

 

３ 国会機能の維持のため論点を一から整理しなおすことが必要 

12 月 1 日の衆議院憲法審査会で、立憲民主党の中川正春委員が、「緊急事態の中での

議員任期延長というほんの一部分のみにこだわるということではなく」「権力の暴走を民

主的に防ぐための歯止めをどのように憲法を含む法体系の中に準備しておくかというこ

と、この問題を総合的に議論する必要がある」と指摘した点は正鵠を射ている。 

内閣の暴走により国会の機能が果たせていない現状の改革こそが喫緊の課題であり、

国会機能の維持を理由に任期延長についての改憲のみを取り上げる議論の在り方は、根

本的に間違っていると言わざるを得ない。衆議院憲法審査会は、議論すべき論点を一か

ら整理しなおすことが必要である。 

以上 


